
保護者の皆様

松⼾市⼦ども部保育課

令和6年度施設等利⽤給付について

平素より、松⼾市保育⾏政にご協⼒賜り厚く御礼申し上げます。
下記のとおり施設等利⽤給付認定に関する留意事項をお知らせいたしますのでよろしくお願いします。

記

1 給付概要 ２ページをご覧ください。

2 申請内容の変更 申請した事項に変更があった場合や、認定区分を変更したい場合などは必ず
施設等利⽤給付認定変更申請書兼変更届を提出してください。
（松⼾市ホームページにてダウンロード可能）
【例】・認定区分を変更したい。（希望⽇から１か⽉ほど前に申請ください）

・住所、連絡先が変わる。
・結婚、離婚等、家族構成が変わる。（出産によるもの以外）
・転職、退職、就職するなどの申請していた保育を必要とする要件が変わる。
・振込先の⼝座を変更したい。

３ 給付対象の施設 松⼾市ホームページ（松⼾市⼦育てサイト まつどDE⼦育て「幼児教育・保
育の無償化について」）にて、最新の施設情報を掲載しております。
下記URLまたはQRコードによりご確認ください。なお、施設の所在地が他市区町
村にある場合は、施設所在地の市区町村にご確認ください。

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodaten
avi/hoikuenyouchien/youjikyouikumusyouka.html

４ 請求について ３ページ以降をご覧ください。

５ 認定について 保育を必要とする要件を確認するため、毎年証明書類（例︓就労証明書
など）および現況届の提出が必要となります。

［問い合わせ先］
〒271-8588
松⼾市根本387-5
松⼾市⼦ども部保育課
TEL 047-366-7351
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給 付 概 要
保育料が無償となります

⽣涯にわたる⼈格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少⼦化対
策の観点などを踏まえ、令和元年(2019年)10⽉１⽇から幼児教育・保育の無償化が実施される
こととなりました。お⼦様が通う幼稚園や認定こども園の預かり保育等の保育料に相当する額を
「施設等利⽤給付」として、松⼾市から補助し、上限額までの範囲で給付されることにより実質
的に無償化になることです。

0〜2歳（住⺠税⾮課税世帯）

※1 幼稚園の預かり保育料補助上限額︓⽇額上限450円×利⽤⽇数
※2 特定の要件︓幼稚園の預かり保育の期間が、教育時間を含む平⽇の預かり保育の提供時間数が８時間未満⼜は開所⽇数200

⽇未満の場合は、認可外保育施設等の併⽤可能です。

認可保育所 認定こども園

保育料 無償

幼稚園
（施設型給付を受ける
幼稚園は除く）

⽉額上限
25,700円補助

認可外保育施設等
・認可外保育施設
・⼀時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリーサポートセンター

幼稚園の
預かり保育

３〜５歳 施設等
利⽤給付
1号認定

施設型給付を受ける幼稚園

⽇額上限450円
×利⽤⽇数（※1）

施設等
利⽤給付
2号認定

⽉額上限
11,300円補助

※保育所や幼稚園等を利⽤せず、
認可外保育施設等のみを利⽤す
る場合の⽉額上限額は、
37,000円

幼稚園
（施設型給付を受ける
幼稚園は除く）

⽉額上限
25,700円補助

認可外保育施設等
・認可外保育施設
・⼀時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリーサポートセンター幼稚園の

預かり保育

施設等
利⽤給付
1号認定

施設型給付を受ける幼稚園

預かり保育料（※1）

施設等
利⽤給付
3号認定

⽉額上限
16,300円補助

認可保育所 認定こども園

保育料 無償
認可外保育施設等
・認可外保育施設
・⼀時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリーサポートセンター

⽉額上限
42,000円補助

施設等
利⽤給付
3号認定

満3歳に達した場合は、幼稚園の利⽤も可能満3歳に達した場合は、幼稚園の利⽤も可能

保育料 無償

※満3歳になった初めの4⽉１⽇以降

※満3歳になった初めの3⽉3１⽇まで

特定の要件（※2）を満たす幼稚園の預かり保育を利⽤している場合は、認可
外保育施設との併⽤が可能。その場合の認可外保育施設等の上限額は上限
額11,300円から幼稚園の預かり保育分（※1）を除いた額

特定の要件（※2）を満たす幼稚園の預かり保育を利⽤している場合は、認可
外保育施設との併⽤が可能。その場合の認可外保育施設等の上限額は上限
額16,300円から幼稚園の預かり保育分（※1）を除いた額
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時期 ⼿続き 事務フロー

〜令和6年
10⽉4⽇まで 請求書類⼀式をスキャンして電⼦メール送信

〜令和6年
10⽉4⽇まで

松⼾市から不備等確認結果を電⼦メール受
信にて受信

〜令和6年
10⽉9⽇まで

請求書類⼀式を郵送で提出
※締切⽇消印有効

〜令和6年
10⽉下旬頃

「施設等利⽤費請求書」写しを受理
※請求額をご確認ください

令和6年
11⽉下旬頃 「施設等利⽤費⽀払決定通知書」受理

令和6年12⽉
中旬頃

施設等利⽤給付
・保護者の⽅の⾦融機関の⼝座へ⼊⾦

松
⼾
市

松
⼾
市

認
定
⼦

保
護
者

認
定
⼦

保
護
者

①請求書類⼀式を電⼦メール送信

②不備等を確認して電⼦メール返信

④施設等利⽤費請求書写しを返送

⑤施設等利⽤費⽀払決定通知書の発送

③請求書類⼀式を郵送

⑥施設等利⽤給付の振込

施設等利⽤給付の請求について

［２ 請求に必要な書類等］
（1）施設等利⽤費請求書［保護者記⼊］
（2）施設等利⽤費請求内訳書 ［保護者記⼊］
（3）特定⼦ども・⼦育て⽀援の提供に係る領収兼⽀援提供証明書［施設が記⼊］

※ファミリー・サポート・センターの場合は、上記証明書に代えて、「活動報告書」 ［提供会員が作成］
（4）認定保護者（請求者）の印鑑［訂正印等で使⽤］

受付期間︓ 令和6年 9⽉17⽇（⽕）から 10⽉ ９⽇（⽔）まで
平⽇8︓30〜17︓00まで
※10⽉8⽇（⽕）と 10⽉9⽇（⽔）のみ8︓30〜19︓00まで

［３ 請求期間等］

［１ 請求対象者］
（1）施設等利⽤給付認定を受けた⽅
（2）教育・保育給付認定を受けて、保育所や⼩規模保育事業等を利⽤せずに、認可外保育施設等を利

⽤されている⽅
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※請求⽅法は窓⼝or郵送（書留推奨）、締切⽇消印有効。
［上期（令和6年4⽉〜令和6年9⽉分）］

・請求内容を事前に確認するため、事前に請求書類⼀式を電⼦メールにて送付していただきます。
松⼾市役所 保育課 メールアドレス mchoiku@city.matsudo.chiba.jp
・請求書類⼀式をスキャンしていただき、送付してください。
・事前に電⼦メールを送信していただく期間は下記のとおり（※翌営業⽇までに松⼾市より返信いたします）
上期（ 4⽉〜9⽉分） 令和6年10⽉4⽇（⾦）まで
下期（10⽉〜3⽉分） 令和7年 4⽉4⽇（⾦）まで

［下期（令和6年10⽉〜令和7年3⽉分）］
受付期間︓ 令和7年 3⽉17⽇（⽉）から 4⽉8⽇（⽕）まで

平⽇8︓30〜17︓00まで
※4⽉7⽇（⽉）と 4⽉8⽇（⽕）のみ8︓30〜19︓00まで
※下期の請求書は令和7年2⽉頃に別途郵送いたします。

［郵送の場合の留意点］

［郵送の場合（上期）のイメージ］ 事前に提出書類の不備等がないか、確認を⾏った上での郵送をお願いいたします。



松⼾市役所 案内図

提出先 ︓松⼾市役所 ⼦ども部保育課⼊所⼊園担当室
提出場所︓松⼾市役所 新館7階

電話︓047-366-7351
〒271-8588 松⼾市根本387番地の5

•松⼾駅東⼝下⾞徒歩5分
•松⼾駅東⼝から、新京成バス3番のりば県⽴松⾼前⾏「市役所⼊⼝」下
⾞徒歩2分
•北松⼾駅東⼝から、新京成バス松⼾駅⾏「市役所⼊⼝」下⾞徒歩2分
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（特定⼦ども・⼦育て⽀援の提供に係る領収兼⽀援提供証明書の確認）

○特定⼦ども・⼦育て⽀援の提供に係る領収兼⽀援提供証明書
・利⽤した施設に、保護者が依頼し記⼊してもらうものとなります。
施設等利⽤給付の請求の際に請求書と⼀緒に提出してください。
※ご不明の場合は、松⼾市役所保育課⼊所⼊園担当室までお問い合わせ下さい。

・各⽉の保育料の総額が、領収書
の合計と⼀致していることをご確認
下さい。

・認定を受けた保護者の⽒名、
⼦どもの⽒名を記載します。

※認定通知書に記載の
「認定保護者」で確認できます。

［施設が記⼊した「特定⼦ども・⼦育て⽀援の提供に係る
領収兼⽀援提供証明書」をご確認ください。］
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（施設記入用）

印

年 月 日

※該当する事業にレ点を入れる。

日 ～ 日

( 日 間 ）

日 ～ 日

( 日 間 ）

日 ～ 日

( 日 間 ）

日 ～ 日

( 日 間 ）

日 ～ 日

( 日 間 ）

日 ～ 日

( 日 間 ）

※１　提供時間帯は、標準的な提供時間帯を記載。

※２　保育料には、特定費用を除く金額を記載。

※３　特定費用は、日用品、文房具、行事参加費、食材費等、通園送迎費等を示す。

円

：

円令和５年１１月 ： ～

： ～

令和６年１月 ： ～

円

円

令和６年２月 ： ～ ： 円 円

：令和６年３月 ： ～

令和５年１２月

令和５年１０月 円： ～ ：

設 置 者 名 称

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収兼支援提供証明書

預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の利用料

　下記のとおり認定子どもに対し、特定子ども・子育て支援を提供し、下記金額を領収したことを証明
します。

令和　　年　　月　　日

提供日数 提供時間帯　※１利用月 保育料の領収額　※２
右記の特定費用は含みません。

　□預かり保育事業　　□認可外保育施設　　　□一時預かり事業

　□病児保育　　　　　□子育て援助活動支援事業

特定子ども・子育て支援の内容

（フリガナ）

認定保護者 氏名

（フリガナ）

認定子ども 氏名 生年月日

特定費用　※３

円

円

円

主たる事務所の
所 在 地

代 表 者 職 氏 名

施 設 ・ 事 業 所
の 名 称

円

： 円

：



請求日記載欄

　

松戸市長

実際に特定子ども・子育て支援施設等を利用していたことを、松戸市が対象施設に確認すること。

利用料の支払い状況を、松戸市が対象施設に確認すること。

住民税の課税状況を松戸市が確認すること。

請求額が施設等利用費の上限額を上回った場合には、施設等利用費の上限額を請求額とすること。

施設等利用費の

請求額 円

③

フ リ ガ ナ

施 設 ・
事 業 名

④

フ リ ガ ナ

施 設 ・
事 業 名

①

フ リ ガ ナ

施 設 ・
事 業 名

施 設 ・
事 業 名

②

フ リ ガ ナ

□

フリガナ 生年月日

氏名 （平成・令和）　　　年　　月　　日

3．特定⼦ども・⼦育て⽀援施設等の名称

１.　施設等利⽤給付認定保護者(請求者)

フリガナ
認定子ども

との続柄

現住所

2．認定⼦ども(認定⼦どもごとに申請して下さい)

認 定 番 号第3号

〒

氏 名 生年月日

（昭和・平成）　　年　　月　　日 電話：

認 定 種 別 ( 法 第 30 条 の 4) □ 第2号

施設等利用費請求書

預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポートセンターの施設等利用費

３．

４．

５．

　私は、子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づき、施設等利用費の給付について、下記の通り
請求しますので、指定する償還払いの振込先口座に振り込んで下さい。
　なお、施設等利用費の審査にあたり、次の事項に同意します。

１．請求者と認定子どもが、松戸市内に居住していることを松戸市が住民基本台帳で確認すること。

２．

請求前にご確認ください。
（請求書の記⼊）

○施設等利⽤費請求書
施設等利⽤給付を請求するにあたり、保護者の⽅がご記⼊の上、松⼾市役所保育課⼊所
⼊園担当室までご提出ください。

・認定を受けた保護者の⽒名を記載します。
（認定通知書に記載されている、
「認定保護者」の⽒名を記載してください）

・利⽤した施設を全てご記⼊下さい。

［注］未記⼊でご持参下さい。
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・消えるボールペン不可
・修正テープ等不可



※②〜④に書き切れない数の施設・事業を利⽤した場合は、余⽩等に記載して下さい。

年 月 円

年 月 円

年 月 円

年 月 円

年 月 円

年 月 円

※

5

5

5

6

6

6

年 月 日転入日または、転出日

利用年月

10

11

12

1

2

3

令和

① 施 設 ・
事 業 名

施設等利用費請求内訳書
預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポートセンターの施設等利用費

1．施設等利⽤給付認定保護者(請求者)

フリガナ

現住所

〒

氏 名

電話：

認定子ども

との続柄

生年月日

（昭和・平成）　　年　　月　　日

(市外の場合のみ記入)

電話：

3．主に在籍する施設・事業（預かり保育事業、認可外保育施設等）について記⼊
フ リ ガ ナ 所 在 地 〒

氏名

フリガナ

2．認定⼦ども(認定⼦どもごとに申請して下さい)

認 定 種 別 ( 法 第 30 条 の 4) □

施 設 ・
事 業 名 電話：

□ 第3号

4．その他の認可外保育施設等の利⽤費の償還払いを受けることができる場合は記⼊(※）

第2号 認 定 番 号

電話：

③

フ リ ガ ナ
所 在 地

〒

②

フ リ ガ ナ
所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名

上記で記入した利用施設の支払額を証明する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収兼支援提供証明書」を添付して下さい。なお、上記支払額については、

添付書類の領収額と同じになるように記入してください。

生年月日

（平成・令和）　　　年　　月　　日

令和

令和

令和

令和

令和

令和

5．施設等利⽤費の償還払い請求の内訳を記⼊

※ 「その他の認可外保育施設等の利用費の償還払いを受けることができる場合」について

　認可外保育施設等のみを利用している場合は、主に在籍する認可外保育施設等の保育料（施設等利用費）が、施設等利用費の上限額に満たない場合、その他の認
可外保育施設等の保育料を施設等利用費として請求することができます。（上限額：施設等利用給付2号認定　37,000円、施設等利用給付3号認定　42,000円）

　施設型給付を受ける幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用している場合は、幼稚園の預かり保育の期間が、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が

８時間未満又は開所日数200日未満の場合であり、かつ施設等利用費の上限額に満たない場合、その他の認可外保育施設等の保育料を施設等利用費として請求する
ことができます。（上限額：施設等利用給付2号認定　11,300円、施設等利用給付3号認定　16,300円）

②施設・事業名

への保育料支払額

④

①施設・事業名

への保育料支払額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

④施設・事業名

への保育料支払額

電話：

施 設 ・
事 業 名

〒
所 在 地

フ リ ガ ナ

円

円

円

各月の保育料
支払額の合計

（Ａ）

円

円

円

円

円

円

③施設・事業名

への保育料支払額

円

円

円

円

円

円

年度の途中で転入または転出に該当した場合 □ 転入 □ 転出

（請求内訳書の記⼊）
○施設等利⽤費請求内訳書
施設等利⽤給付を請求するにあたり、保護者の⽅がご記⼊の上、松⼾市役所保育課
⼊所⼊園担当室までご提出ください。

・利⽤した施設を全てご記⼊下さい。

・保護者が当該施設に⽀払った保育料の額

・当該⽉に、保護者が施設に⽀払っ
た保育料の額の合計（Ａ）
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・消えるボールペン不可
・修正テープ等不可

・認定を受けた保護者の⽒名を記載します。
（認定通知書に記載されている、
「認定保護者」の⽒名を記載してください）



請求に関するＱ＆Ａ

Ｑ1.施設に⽀払ったすべての費⽤が補助されますか︖

Ａ.施設に⽀払った費⽤のうち、保育料（上限あり）のみ補助対象となります。
教材費、⾏事費、⾷材費等の実費徴収となる費⽤は補助対象外となります。

Ｑ2.⽉の途中に松⼾市に転⼊(松⼾市を転出)しました。⽉額上限額まで補助されますか︖

Ａ.補助対象期間は松⼾市⺠として認定された期間であるため、補助上限額は転出⼊に
伴う認定⽇に応じて⽇割りとなります。なお、転⼊や転出に伴って認定が途切れないよう、
転⼊先の⾃治体でも引き続き認定申請を⾏う必要があります。

Ｑ3.利⽤している施設の所在地が他市町村にある場合どうしたらいいですか︖

Ａ.施設所在地の市区町村に給付対象の施設であることをご確認ください。

Ｑ4.就労等により、平⽇市役所の開庁時間までに請求⼿続きができません。

Ａ.⼟⽇祝⽇開庁はしておりませんが、郵送申請も可能です。
また、数⽇間、夜間窓⼝対応をしていますのでご利⽤ください。

Ｑ5.郵送の場合、なぜ事前確認が必要ですか︖

Ａ.書類不備等の修正があった場合、必要書類の差し替え等が発⽣し、提出期限を過ぎて
⽀払いができなくなる可能性がございますので、事前に電⼦メールでの確認をお願いします。

Ｑ6.請求書類提出後に振り込まれる⾦額にかかる通知はきますか︖

Ａ.⽀払決定通知書を送付いたします。
上期(4⽉〜9⽉分)は11⽉下旬頃、下期(10⽉〜3⽉分)は翌年5⽉中旬頃となります。

Ｑ7.いつ振り込まれますか︖

Ａ.上期(4⽉〜9⽉分)は12⽉中旬頃、下期(10⽉〜3⽉分)は翌年5⽉末頃を予定して
おります。
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